
新たに知事監視製品に指定したもの

知事監視製品 52製品 ※詳細は別添のとおり

　　※知事監視製品総指定数（令和3年6月29日時点）

県民の皆様へ

知事監視製品とは

※主な規制の概要

※1　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例

※2　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例第11条第1項

　薬物の濫用から県民の皆様の健康と安全を守るとともに、県民が平穏にかつ安心して暮らすことがで
きる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成２４年１２月２８日に制定された。

　知事は、第2条第7号に掲げる薬物のうち、その名称、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方
法、広告その他の情報から、その用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、摂取その他の方法により
身体に使用されるおそれがあると認めるものを知事監視製品として指定することができる。

　お香などと称し身体に使用しないものとして販売されているが、興奮、幻覚、陶酔等の作用を及ぼす
ことがインターネットのホームページに掲載されるなど、その製品の用途及び使用方法に反して、身体
に使用されるおそれがあるもの

購
入
者

○購入時の誓約書の提出
　　（提出先）
　　　　県内店舗で購入→販売業者
　　　　県外店舗・インターネットで購入→知事 違反者に「警告」

警告に従わない者に
「過料５万円以下」

○誓約書・説明書の内容遵守

販
売
業
者

○販売業の届出 違反者に「警告」
　　　　　　↓
警告に従わない者に、
「販売等中止命令」

命令に違反した者に
「罰金２０万円以下」

○販売時の使用方法等の説明・説明書の交付

○販売時の誓約書の受取 　

令和 3 年 6 月 29 日
記 者 発 表

知事監視製品の新規指定をします

　6月29日、「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例※1」第11条第1項※2の規定に基づき、下
記危険ドラッグを新たに「知事監視製品」に指定しました。
　「知事監視製品」に指定された製品は、購入する際に誓約書の提出などが必要です。

知事監視製品
現在の指定数 2485製品
今までの指定数 2669製品

問い合わせ先

担当課 薬務課

担当者 辻、橋本
ＴＥＬ：０７３－４４１－２６６３

「危険ドラッグ」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異
常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。
けっして身体に摂取又は使用しないでください。
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（１） （２） （３） （４）

　次の写真を付して、「Ecstasy
Gay」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「けつ
マンボ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、
「CARNIVAL(カーニバル)」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「花魁
(R-TYPE)」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真を付して、「ゴメオ
XP+58」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「ケツ
アクメ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「菊
紋」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「GAY
RASH」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、「奴隷
～NO.9～」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「狂
狗」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「性
暴」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「KING’S
celebration」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、
「SQUALL」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「xoxo」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「RETRO」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、「メスイ
キ男」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

令和３年６月２９日指定　知事監視製品一覧
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、「とろと
ろ2」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「EMPEROR(CRAZY SHOT
GUN)」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、「W2-
STAR」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Ecstasy King」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、「Black
Diamond SEC-1」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Crazy Drop」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Crystal XXX」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「LOVE BEAT」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真を付して、「Viking」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「Ultra
Extreme Zero」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Deep
Lagoon」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Ultimate SHOCK EX」と表示
のある製品であって、その内容
物が粉末のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、
「Virgin Moan」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「88
Revenge」の名称で販売される
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真を付して、「VICTOR
SONIC」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「LILY
THE LAST」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真を付して、「Spanking
Monster」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真を付して、「Refresia」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ACME SNAKE」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、「POP
HOP POP」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「PUSSY
BEAT BOX」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「END
OF THE WORLD」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「Misty
Dash」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「FREE
UNDER LIMITED」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、「2012
Future」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「UNDER
SPECTOR」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Night
Panic UK」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固形状のもの。

　次の写真に示すとおり、「UPPER
FUNNY」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真を付して、「44 Magnum」
の名称で販売される製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Orga Fly
RELIGION」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「69 DEEP
expert」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「SEXIST
TOXIN」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が固体のもの。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真を付して、「Doll Maker」
の名称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「AURA NEO
Ecstasy Revision」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「ｔhe
Helios」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「FUSION
FANTASTIC」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。


